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午後１時30分開会 

○今野座長 それでは時間ですので、始めさせていただきます。 

 きょうは、第９回の東京都障害者就労支援協議会でございます。本協議会につきまして

は、会議、議事録とも原則公開ということになっていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、まず事務局から会議資料の確認をお願いいたします。 

○野原課長 福祉保健局の事務局を務めさせていただきます野原でございます。 

 お手元の資料確認をいたします。 

 資料は、１から11までございます。このうち資料３の連携プログラム2011ということで

Ａ４の別刷りになった別添扱いのものがあります。こちらは、せんだって委員の皆様に郵

送したものに追加修正をしたものを配付しております。それから、資料４でございます。

こちらは労働行政のあらましというパンフレットでございます。それと本日、Ａ４、１枚

で配付をいたしました資料11というものが「障害者雇用支援プログラム」とある１枚紙で

ございます。こちらは机上に別紙として配付してございます。この労働局の冊子の資料４

と、それから資料11は、本日初めて配付をしております。その他の資料に変更はありませ

ん。 

 これに続きまして、参考資料を机上に配付してございます。本日の議論の中でご説明は

しませんが、都や国の取り組みに関する基礎的な資料でございます。後ほど改めてご確認

ください。 

 それから、卓上に配付した資料、５冊ございます。「VOICE」というパンフレットと、東

京都の実習事業などということで、５冊ございます。 

 不足などありませんでしょうか。もし、足りないものがありましたらばお申しつけくだ

さい。よろしくお願いします。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入る前に、前回の会議以降の人事異動がございました。したがって、

新たな委員及び幹事が就任されましたので、まずご紹介をさせていただきます。 

 お手元の資料１を見ていただきますと委員名簿がございます。その中から新任の方につ

いて紹介をさせていただきます。 

 まず、東京障害者職業センターの春日委員でございます。 

 次が、世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷの上滝委員です。 
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 次は、東京労働局の清野委員です。 

 続きまして、幹事もご紹介をいたします。産業労働局雇用就職部長の日請さんです。 

 次に、東京しごと財団事務局長の矢田部さんです。 

 以上ですが、本日は株式会社ローソンの日野委員がご欠席でございます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。お手元に議事次第がございます。今日は２つの

議事を予定しております。 

 最初は、障害者雇用・就労促進連携プログラム2011（案）についてということです。ご

存じのように、これは平成20年度に策定いたしました首都TOKYO障害者就労支援行動宣言

に基づいた23年度版の事業計画ということになっておりますので、今日、事務局から提案

をしていただきまして議論をしていただきたいと思います。 

 もう１点は、いつものとおりなのですが、特定のテーマについて議論するということを

やっておりまして、今回は中小企業における障害者雇用の促進について議論をしていただ

ければと考えております。 

 それでは、議題（１）の連携プログラムについて事務局から説明をしていただければと

思います。 

 なお、今年度新規事業も加わっているということですので、23年度予算の内容も含めて

説明をしていただければと思います。 

○野原課長 それでは、ご説明をいたします。 

 まず、資料２の東京都予算についてご説明をさせていただきたいと思います。資料１を

１枚めくりまして、平成23年度東京都予算をごらんいただきたいと思います。 

 東京都の予算については、予算案が発表された後に開催されるその年度の第２回目の協

議会でこれまで説明をしてまいりました。この間の震災のために中止になりまして、今回、

今年度既に第２・四半期に入っておりまして事業も始まっておりますので、新規事業を簡

潔に御紹介したいと思います。 

 まず、産業労働局のページでございますけれども、障害者雇用に取り組む中小企業を支

援するという視点から事業を推進しております。 

 この中の新規取り組みが、３番目のオーダーメイド型障害者雇用サポート事業でござい

ます。これは、障害者を雇用したことがない企業を対象に、障害者雇用の取り組みをサポ

ートして実績をつくることを通して障害者雇用を促進し、その成果をモデル的に蓄積して

今後活用していくという取り組みでございます。 
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 内容としては、モデル事業として個別事情に応じた障害者雇用への取り組みということ

で、その企業に応じたプログラムをつくっていくということですけれども、都内のナカポ

ツセンターを核としまして、障害者雇用支援協議会というものを設けまして、公募によっ

て選定したチャレンジ企業について支援計画を協議会で検討、作成して支援をしていくと

いうものでございます。規模は30企業と聞いております。こちらは３年間の取り組みとい

うことでやっていくという話を聞いております。 

 次に、福祉保健局の新規の取り組みでございますけれども、就労を希望する障害者を支

援するという視点から事業を推進しているというものでございます。新規取り組みは、下

の10番と11番でございます。 

 まず、障害者支援施設等における若年障害者雇用促進事業ですけれども、これは、就労

経験がない特別支援学校の卒業生など、若年の障害者を障害者支援施設などで雇用した場

合に、受け入れ体制の整備にかかる経費の一部を補助するというものでございます。こう

した若年障害者を福祉施設で積極的に雇用するときに、受け入れ側で起こり得る課題など

もありますし、指導育成も必要だということで、こうしたことに必要である経費について

補助して、福祉職場での雇用事例の蓄積と活用を図っていくというものです。 

 補助額は、10施設で、１施設当たり300万円ということで、こちらも３年間の取り組み

というものでございます。 

 次に、11番、精神科医療機関就労支援研修事業でございます。これは、精神障害につい

ては疾病であり障害であるという両方の側面がありますので、精神障害者の支援に当たっ

て医療機関の重要性が非常に高いということで、精神科医療機関の医療職の方を対象に、

就労支援に関する制度や支援手法について研修を実施して、就労と、それから職場定着を

支援するということを目指すものです。こちらも、都内の障害者就業・生活支援センター

（以下「ナカポツセンター」という。）についてお願いをして、現在準備をしております。 

 研修の内容としては、制度や支援手法の座学と、企業や就労支援機関などの視察という

ことで、座学と見学を１日セットするということを考えております。 

 次に４ページ目、教育委員会でございますけれども、こちらのほうについては、特別支

援学校の障害のある生徒の就労支援の取り組みを進めているものでございます。資料上に

新規事業はありませんが、昨年11月に、第３次特別支援教育推進計画を策定し、これに基

づいて取り組みを着実に進めていくというものでございます。 

 以上が新規事業の取り組みということで、ここに書いた予算について円滑に推進をして
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いきたいと思っているところでございます。 

 続きまして、資料３の連携プログラム2011、こちらのほうをごらんいただきたいと思い

ます。 

 予算案の中にあった事業、新規事業も含めて、今回取りまとめたものでございます。こ

の連携プログラムは、ことし３年目の作成となります。昨年の連携プログラム2010で集約

した各事業について、各団体に依頼して、22年度の実績と23年度の目標をご報告いただい

て、案を事務局で取りまとめております。 

 表にＡ３判の紙が１枚ついていますけれども、まずは本文のほうをごらんいただきたい

と思います。 

 ３ページ目から９ページまでが東京の障害者雇用に係る施策の展開でございます。この

部分については、皆様に事前郵送したものに入っておらず、本日初めてお出ししたもので

ございます。障害者雇用の現状と就労支援協議会メンバーの取組について、対外的にわか

りやすくお知らせするために図と表を入れて文章化したものをプログラムの事業一覧の冒

頭に置くというものでございます。 

 最初に、東京の障害者雇用の現状についてということで、22年６月１日現在で、都内の

民間企業の雇用障害者数は12万6,900人、実雇用率としては1.63ということで年々ふえて

いって、大企業が牽引役になっておりますけれども、規模が小さい企業については、やは

りまだ低い水準にあるということを図で説明をしております。 

 次に、４ページでございますけれども、こちらのほうは就職者数についてグラフで見ま

すと、4,374人、平成22年度について、19年度以来３年ぶりに前年度を上回ったというこ

とで、矢印が上向きに転じたということで、主に精神障害者の増加が著しいというものに

なっております。 

 ５ページ目について、国としては、23年度も雇用率の達成指導、それから、個別の状況

に応じた就職支援、それから、チーム支援による就職支援、それから、事業主と障害者の

マッチングなどに取り組んでいくという方針を簡潔に示させていただいております。 

 次の６ページでございますけれども、障害者の就労支援の主な取り組みでございます。

昨年の連携プログラムの中では、産業労働局、福祉保健局、教育庁の取り組みということ

で、こちらの文章にしたものでございましたけれども、こちらはわかりやすくするという

ことで、事業について箇条書きにさせていただいております。 

 東京都の計画として、障害者就労支援に係る大きい計画がありまして、東京都全体に係
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る「10年後の東京」計画、それから、障害者福祉分野に係る第２期東京都障害福祉計画、

教育の分野にかかわる特別支援教育第三次計画、こうした計画があって、これに基づいて

関係機関の連携のもとで取り組んでいるということを紹介しております。 

 そのために身近な地域の就労支援機関の設置による障害者の支援、それから、企業など

での職場実習や訓練などの機会の確保、それから、障害者を支援するための人材の育成の

ための研修などの事業、それから、８ページに行きまして雇用の場と機会の拡充、それか

ら、雇用に取り組む中小企業への支援策、それから、教育の分野で児童・生徒の職業的自

立を目指した教育の推進、こうした分野の施策に取り組んでいるということを示しており

ます。 

 それから、東京の強みを生かしたネットワークによって、障害者の雇用・就労を促進す

るというイメージ図についても載せさせていただいております。 

 10ページ以降については、行動宣言と、プランと、ぶら下がる事業の一覧がずっと続く

というものになっております。これについては、一つ一つの説明は時間もかかりますので、

最初につけてありましたＡ３判の資料の障害者雇用・就労推進連携プログラム2011の構成

をごらんいただきたいと思います。 

 左上を見ていただきますと、左右見開きということで、「右に具体的事業の一覧」とい

うところで事業数が61と示しております。最初につくったときには50だったのですけれど

も、事業がふえて、今回は61になっております。新規の取り組みについては５つ、拡充し

た取り組みについては10、追加については３ということになっております。こちらは網か

けで記しているところでございます。 

 新規の取り組みについてですけれども、これは表の左から見まして視点１、行動２の番

号が２－５というところで、まず障害者支援施設等における若年障害者雇用促進事業、先

ほどご説明したものでございます。担当は福祉保健局でございます。 

 それから２番目、視点５、行動９、９－８という番号で精神医療機関就労支援研修事業、

左側の下から２番目のところでございます。 

 右側に移りまして、視点６、行動11ということで、東京労働局のほうから２つ新しい助

成金の事業についての項目が出ております。職場支援従事者配置助成金と、重度障害者等

多数雇用施設設置等助成金でございます。 

 下へ移りまして、視点７、行動16、番号が16－７でオーダーメイド型障害者雇用支援サ

ポート事業でございます。 
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 次に、拡充についてでございます。拡充の内容については吹き出しで表現をしておりま

すので、こちらを読めばわかるようにはなっております。 

 まず、番号２－１、区市町村障害者就労支援事業の充実、こちらは各区市に設置をして

おります障害者就労支援センターの設置でございます。現在47区市で設置をしております

けれども、今年度中に瑞穂町で新しく事業を開始する予定というのを１件把握しておりま

す。 

 それから、２－２の障害者就業・生活支援センター事業の拡充、いわゆるナカポツセン

ターでございますが、ずっと５つだったものが、７月１日に６カ所目の指定がありました。

こちらは福生市のＮＰＯ法人の青少年自立援助センターが運営をする「けるん」という施

設でございます。 

 右側に移りまして、12－２、事業者向けセミナー、こちらは東京商工会議所で都事業の

協力とありますが、ここは先ほどご説明をいたしましたオーダーメイド型雇用サポート事

業の中で、いわゆるチャレンジ企業の発掘への協力を行っていくというものでございます。 

 追加の３については、こちらはすべて東京労働局で、既存の制度ですけれども、ここに

今まで載っていなかったものを追加したというもので、事業番号が、左下の９－７、精神

障害者雇用安定奨励金、右側のページに移りまして、上のほうの11－４、難治性疾患患者

雇用開発助成金、11－５の発達障害者雇用開発助成金、この部分でございます。 

 本文のほうは、ごらんいただくとわかるのですけれども、昨年度に引き続きまして、左

ページに行動宣言、右ページに事業の一覧があって、単年度ごとに実績、目標を把握し、

進捗を把握できるようにしてあるというものでございます。 

 次に、60ページ以降のデータについては、資料編でございます。こちらは労働情勢に関

する雇用率などの資料ですけれども、こちらは資料によって、去年まで、単年度のデータ

しか載っていないもの、時系列のものが混在しておりましたけれども、今回雇用状況に関

するデータについて、少なくとも就労支援協議会を設置した平成19年度以降の数値につい

ては時系列で確認できるようにしております。 

 簡単にご説明をさせていただきます。手帳の保持者がまず第１番目にありますけれども、

18歳以上で、３障害ともに増加して、特に精神については増えているというものでござい

ます。 

 項目の２番目、障害者の就職活動状況については、求職者については増えていて、就職

者も増えているけれども、就職率は低下する傾向にあるというものでございます。 
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 ページをめくりまして、62ページは、障害別の就職率は、３障害、身体、知的、精神、

それぞれに分けておりますけれども、３障害とも低下する傾向というものでございます。

その他についての障害は、発達障害などでございます。 

 63ページ、４番目ですけれども、こちらは民間企業の実雇用率は上昇傾向にあるけれど

も、東京都が全国を下回る傾向については不変というものです。 

 ２番目、雇用者数について、民間企業の雇用者数は増加しておりますけれども、特に精

神の増加割合が非常に多いということで、22年度は対前年度比で31.6％、979.5人の増が

ありました。 

 ３番目、民間企業数については、企業数は横ばいということで、小規模の企業について

７割を超えているというものでございます。 

 次の64ページに参りまして、企業の規模別には、22年度の１万5,726社のうち法定雇用

率達成企業は33％の5,197社というものでございます。 

 次に５番目、行政の障害者雇用率については横ばいか低下しているという状況です。 

 ６番目、教育分野ですけれども、都立特別支援学校高等部の就職状況については、22年

度は９人増の479人になっております。20年度から21年度については、永福学園が卒業生

を出したということで、こちらは知的障害者の就職を目指す学校で、この１期生を迎えて

ぐっと増えましたけれども、今回卒業生が２期目で軌道に乗ったということになります。 

 66ページ、区市町村就労支援センターとナカポツセンターについてのデータですけれど

も、両者とも登録者、就職者数が22年度は非常に増えております。新しい登録者が増えて

いきますが、就労継続に向けたフォローも続ける必要があって、各センターとも苦労して

いるという実情があると思います。 

 それから、平成22年度中には、あきる野市と東久留米市で新しいセンターができたとい

う状況もございます。 

 あとは委託訓練などの実施状況の資料でございます。 

 連携プログラム2011については、今後公表を予定しておりまして、今年度、既に四半期

が過ぎておりますけれども、本日いただく意見も踏まえまして、９月の障害者雇用支援月

間に合わせて発表したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の説明についてご質問、ご意見をお願いします。いかがでしょうか。 
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○春日委員 先ほど市町村の障害者就労支援センターの登録者が非常にふえているという

説明があったかと思うのですが、その増えている要因というのは、例えば自主的に障害の

ある方が利用しようと思ってそのセンターを訪ねているのかとか、あるいは逆に、その就

労支援センターの周知広報が徹底するようになったのでそういった利用者の方が使いやす

くなっているのか。逆に今度は、掘り起こしではないのでしょうけれども、利用してみま

せんかというような直接的なアピールがあって増えているのかというあたりがわかれば教

えていただければと思います。 

○野原課長 データについては集計が今まとまったばかりですので、明確な分析というの

はしてはいないのですけれども、東京都としても、区市町村障害者就労支援センターに地

域開拓促進コーディネーターを置きまして、働きたいという障害者の方の掘り起こしをし

たり、就職をさせていくための企業の掘り起こしをするという役目のコーディネーターを

おくことを促進しております。コーディネーターを置く場合には、東京都も経費の一部を

補助してセンターの取組を支援しているということがございます。 

 あと、区市町村障害者就労支援センターやナカポツセンターの取り組みを紹介するＤＶ

Ｄを平成21年度に作成をいたしました。これを各センターに配付いたしまして、企業訪問

などのときに持参して、センターをぜひ使っていただくということでＰＲをするようなこ

ともしております。それがどのように使われ役立てられているかということで、現在調査

もかけているというところです。 

 就労支援センターについて、人員体制も少なくてなかなか大変だということは聞きます

けれども、今後とも各福祉施設などについて、就労について、障害者の掘り起こしについ

ては着実にやっていきたいと思っております。 

○林委員 今の質問の前に質問をすればよかったのですけれども、ここで書いてある就職

希望者という定義なのですが、これは本人の希望が多いのか、それとも先生方の就職させ

たいという希望が強いのか、保護者の希望が強いのかというのはおわかりでしょうか。 

○野原課長 これは、特別支援学校の中のお話ということでしょうか。 

○林委員 そうです。 

○野原課長 保護者、それから各家庭と調整をやった上で、進路指導の中で決めていると

思いますけれども、本人の意思がないと一般就労はなかなか難しいので、かなり尊重され

ているのではないかと思います。 

 こちらのほうは、現場の学校の先生のほうがもしかしたらわかるかと思いますけれども、
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馬籠先生、何かわかりますでしょうか。 

○馬籠委員 今の課長の説明でよいと思います。 

 今、福祉保健局の新規事業の２－５の障害者支援施設等における若年障害者雇用促進事

業というところで、これは3,000万円ついて、１施設当たりに、私どものような学校から

施設のほうに就職をした場合には３年間300万円補助をするということですか。 

○野原課長 この１施設当たり300万円ですけれども、これは１回限りで、１回だけ300万

円です。 

○馬籠委員 ３年間で900万円ではないのですね。 

○野原課長 ではなくて、１回です。ただ、例えば１つの法人が複数の施設を持っている

という場合にはその施設ごとに出していくということになりますので、１法人が３施設を

持っていたら、それぞれのところにということも可能です。 

○今野座長 人数は問わないのですね。１人でもいいわけですね。 

○野原課長 規模としては10施設ということになっておりますけれども、ただ、たくさん

希望者があるということはないので、今積極的にＰＲしております。集まってきてはおり

ますけれども、もしお話などのご相談をいただけたらば、こちらも大変うれしく思います。 

○天野委員 全体に就職率、就職者の数が増えて、特に精神障害が増えて、とてもうれし

いなと思っているのですが、東京都の大きな目標から言うと、まだまだというところの中

で、教えていただきたい。23年度に福祉施設の自立支援法の体系への移行が終わりますね。

福祉施設の移行状況という説明が前いただいた資料にあって、まだ移行していない施設が

たくさんある。 

 前の参考資料を見て、まだ移行していないところがある。そうすると、移行していない

作業所、あと小規模作業所ですか、その福祉施設の行方がどうなるのか。つまり、どうい

うことかというと、精神障害の方は、今とても皆さん頑張ってくれるので就職はできるの

ですが、本当に定着は大丈夫だろうかとか、福祉施設でしっかり育てていただいて、それ

からコーディネートして、それで就職できる。それで長続きするという傾向があると思う

のですが、福祉施設とかトレーニングする場所はまだまだ足りないので、東京都がもうち

ょっと効果を上げるとしたら、残った福祉施設というか、もともと作業所だったところと

か、それから、授産施設というのもまだ移行していないところがありますよね。就労移行

のやり方とかシステムとかいうのをもっと充実させて、トレーニングをしっかりした上で

安心して企業に送るというパターンをもうちょっと急いでつくったほうがいいと思うので
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す。 

 それで25年で自立支援法が終わりになりますので、その辺がちょっと気になっていると

ころなのです。流れができないとしようがないかなと思っています。ぽつんと行って、就

職の数が上がったけれども、やめちゃったという人が多くても困るし、企業が本当に喜ん

でくれているのかどうかというのも気になるところなので、そこら辺の福祉施設との関係

性というんですか、そこを知りたいなと思ったのです。 

それから、まだ移行していない、保留にしているところとか、授産施設とか、この間の

数ではまだ大分残っていますよね。300とか。だけど、期限が来ていますので移行せざる

を得ないというか、そういうところに対して、例えば就労移行したときにインセンティブ

が与えられるとか、何かそこの工夫は結構あるかなと思っているのです。 

○野原課長 まず、例えば精神の作業所などが移行した場合なのですけれども、移行後に

ついては、まず国から得られる報酬があります。それ以上に東京都のほうで加算をつけま

して、第三者評価などを受けていただくということが前提なのですけれども、月に１人当

たり１万7,000円ぐらいの加算をつけていく制度を現在東京都包括補助のほうでつくって

おります。それで１つインセンティブになるというところがあります。 

 移行して、そうした施設が軌道に乗っていくのは大変ですし、第三者評価を受けるため

には施設の体力も要るので、一定の経過措置を設けるという形はとる等いろいろな配慮は

しております。就労移行で実績をつくった場合とか、あと、ほかの福祉施設のバックアッ

プになった場合とか、幾つかの要因を組み合わせまして、それが達成できるとさらに加算

できるような仕組みなどもつくったのですが、それは達成するのがちょっと難しいなどの

意見も伺っています。 

○天野委員 旧体系施設で136残って、小規模作業所等は344残っているという数字なので

すけれども、半分ぐらいは、就労移行支援事業所をつくりますという傾向にあるのでしょ

うか。 

○野原課長 私が見た限りでは、作業所の中でいろいろな活動をしていますし、居場所的

なことなどもあったりしますと、利用者さんにとって一番合っているのが就労Ｂであった

り生活介護だったり、多機能型にしたい等の希望も多くて、就労移行支援事業所だと施設

側にも能力が要るので大変だという実情は伺っております。 

○今野座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今ご議論いただいているのは、最終的にはここの協議会の名前で表に出ていきます。 
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今のところ、このままでいいということで、それでは、ご了承いただけますか。 

 では、そういうことで、お手元にあります原案でご了承いただいたということにさせて

いただきます。 

 それでは続きまして、本日もう１つのテーマで、中小企業における障害者雇用の推進と

いうテーマに入りたいと思います。 

 ご存じのように、障害者雇用促進法の改正によって、雇用納付金制度の対象が拡大され

ます。今後障害者雇用を検討する中小企業は増えると予想されます。しかし、まだ中小企

業における雇用率は法定雇用率に達していませんので、雇用促進に向けた支援策の充実が

必要になってくるだろうということです。したがいまして、そのことを背景にして、今日

はこのテーマについて議論をしていただきたいと思っております。 

 まず、議論の前提となる現状について、各委員あるいは事務局からお話を願って、それ

から議論をしたいと思います。 

 それでは、事前にお願いをしておりますので、私から指名をさせていただいて、それで

お話をしていただければと思います。 

 それでは、まず一番マクロの労働市場の話ですが、東京労働局の清野委員からお願いし

ます。 

○清野委員 東京労働局職業安定部の清野でございます。 

 皆様方には、日ごろから労働局並びに各ハローワークに対するさまざまなお力添えをい

ただいておりますことに感謝申し上げます。 

 それでは、２点ほど資料を用意させていただいております。全体的なところをまず触れ

たいと思いますが、資料５に雇用失業情勢というのを載せてございます。６ページをお開

けいただければと思います。 

 完全失業率は、0.2ポイント改善して4.5％までということになっております。ただし、

これは※印があるように、今回の被災局３県につきましては除いた数値として総務省から

発表されております。 

 それから、東京の有効求人倍率は0.02ポイント上昇いたしまして、５月は0.81倍まで全

体では回復してきております。ただし、全国の有効求人倍率というのは１月と同水準で

0.61倍にとどまっております。東日本大震災の被災県の岩手が0.45倍、宮城が0.46倍、福

島が0.50倍と、この３局も大変厳しい状況でございます。 

 ６ページは、数年前の数字からグラフを追っていただければ山谷がわかるということで
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つけさせていただいております。 

 次のページは、最近の雇用失業情勢の数値で、東京労働局版でございます。①番の新規

求職申込件数は、見ていただくとおり、対前年比で一進一退というような状況だと思いま

す。 

 それに比べまして、新規求人数につきましては、対前年比で、実は15カ月連続して増え

ているというような少し明るい傾向が見られるのかなというところでございます。なぜこ

の話をしているかといいますと、実は障害者雇用だけが特別に求人がもらえるという動き

ではなく、全体の中で障害者雇用も動いているということで、求人が少なくなって企業さ

んからいただけないような状況になるときは、障害者のほうの就職あっせんも大変難しく

なってしまうというようなところでございます。ですから、今のところの数値では若干求

人数が増えておりますので、少しいい傾向は見えるのかなとは思いますが、東日本の震災

の関係、あるいは福島の原発の関係、あるいは円高の関係等々で、大変心配される状況も

相当ございまして、その辺が障害者雇用にも影響が出なければいいなと思っているところ

でございます。 

 それから、次のページでございますが、この辺につきましては、先ほど福祉保健局の野

原課長さんのほうから詳しく説明していただいておりますが、１あるいは２の図では、平

成17年から５年間の推移を見させていただきますと、障害者の方の新規求職は総数で約

40％増ということになっております。 

 次に、平成18年から、障害者の雇用率のカウントに精神障害者の方を算入することにな

りました。この辺が相当大きな力になって精神障害者の雇用が進んできていると思ってお

ります。新規求職者も３倍、就職も相当数増えているという状況です。 

 また、それに合わせた形で、３番で精神障害者の雇用支援につきまして、３本出ており、

充実を図っているところでございます。 

 それから、何といっても、精神障害者の方を採用していただく企業の方皆様が、採用す

る実績、経験を積んでいただくことによって、波及効果が相当進んできているのではない

かと思っております。 

 企業の声を聞きますと、いきなりこういう障害をお持ちの方を雇用しますと言われても

大変不安だと。そこにはバックボーンには御家庭なり、福祉施設の方々等のお力がどうし

ても必要だと。何かのときに相談出来るそういうところがあるのとないのとでは全然違っ

てくると思いますので、ぜひともこういうチーム支援的に、各機関が力を合わせてやって
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いただければと思っております。 

 それから、「Profile」という冊子も、お手元に配らせていただいております。これは東

京労働局が重点目標として、誰もが健康で安心して働ける社会づくりをしていきましょう

ということで、１番、２番、３番というような柱立てをして進めておりますので、またご

協力をいただければと思います。 

 それから、９ページからが職業安定分野にかかわる詳細が書かれております。その中で、

11ページに障害者の雇用対策の推進が載っております。11ページ右側の下にグラフ「障害

者の実雇用率の推移（企業規模別）」が載っております。ここも先ほど説明していただい

たとおりでございますが、残念ながら、56人から299人の企業規模については、一番雇用

率が低くなっているという現状でございます。 

 私も長いことこの行政におりますけれども、30年以上も前の話になりますと、むしろ小

さな企業さん、地元の事業主さんに大変ご理解をいただいて、地域の障害者の方をお雇い

いただくということから障害者雇用は進んできたと思っていますが、コンプライアンスと

か社会的責任ということで、企業さんがいろいろな意識改革をやっていただきまして、大

企業さんがブルドーザーのごとく採用しています。 

 また、働く能力の高い方は大きな企業さん、有名企業さんのほうに行く傾向がありまし

て、その分、逆に中小、零細企業さんのほうが、それだけお金をかけて環境を整備したり、

いろいろな支援をする支援策を講じられるかというと、なかなか難しいというようなこと

が根っこにあるのかなと思います。そのため中小、零細企業さんのほうがなかなか進まな

いというような傾向があるのかなと思っております。そういったところでは、今回新規事

業で立ち上げていただきましたオーダーメイド型の雇用サポート事業、大変期待しており

ますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 簡単ですが、私の説明とさせていただきます。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 それでは次に、中小企業団体中央会の三原さん、お願いします。 

○三原委員 東京都中小企業団体中央会の三原と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 私のほうからは、お手元の資料９ページ、資料６に基づきまして、私どものほうで実施

をいたしました調査に基づきまして、障害者の雇用について中小企業の実態ということで

お話をさせていただきたいと思います。 
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 まず、こちらの調査の概要なのですけれども、東京都における中小企業の労働事情を把

握するために毎年度実施しております。平成22年度で47回を数えております。実は、この

調査は、全国の中央会、各都道府県に１個ずつあるのですが、すべて一律に同じ形で調査

をしております。毎年行う時系列的な調査のほかに、直面する労働情勢に関連した重点項

目ということで、昨年度は障害者、それから高齢者の雇用、それから、最賃の引き上げな

どについて調査をしたというところでございます。 

 先ほど座長からお話がありましたとおり、障害者雇用促進法が改正されまして、雇用納

付金制度、これが中小企業の分野までおりてきました。昨年の７月からは201人以上の規

模ですけれども、27年からは101人以上の規模の中小企業も雇用納付金制度の対象になる。

いわばマイナスのインセンティブが中小企業にも働くということで、中小企業の実態を把

握しようということでこの調査を実施したものでございます。調査時点は昨年のものにな

りますので、ちょうど１年前、７月１日現在を調査時点といたしまして、東京におきまし

ては、従業員300人以下の中小企業1,500事業所を対象に実施いたしました。昨年度回答率

が低かったのですが、376の事業所から回答をいただいております。 

 ９ページ、10ページにつきましては、これはマスコミ用のプレス発表資料ですので、細

かい部分につきましては11ページのほうでご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、障害者雇用の状況につきましてですが、これまで障害者を雇用したことがないと

いうところが全体で見ますと最も多く、60％を超えていたというところでございます。こ

れをまた規模別に見ますと、当然のことながら、小規模になればなるほど実績はないので

すけれども、調査の関係で56では区切れなかったもので、100から300人規模になりますと、

現在障害者を雇用しているという回答が逆に最も多くなりまして、63.9％が雇用している

という回答を得ております。 

 この11ページの真ん中にありますとおり、全国的に見ても、東京だけを見ても、障害者

の雇用の有無については、傾向的にはほぼ変わらないのかなという気がいたしております。

２割程度が現在障害者を雇用しているというようなところでございます。 

 そして、現在雇用している障害者の数につきましては、中小企業ということもありまし

て、とりあえず一人という答えが多く71.6％だったというところでございます。 

 それから、実際に雇用されている障害者の内訳を若干聞きましたところ、身体の方が60

人ということで最も多く、次に知的の方が23人、そして、精神の方が３人ということで、

まだまだ精神の方は雇用されづらいのかなということが言えるかと思います。 
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 それから、12ページのほうをごらんいただきたいと思います。今のところ障害者を雇用

していませんけれども、今後障害者を雇用するご予定はございますかということでお尋ね

をしたところ、残念ながら、予定はないというところが94.6％というところでございます。

検討中という、いわば可能性があるところが5.4％、実際予定がありますということでは

っきりとした回答は、正直このときの調査では０というところでございます。 

 これにつきましても規模別で見ますと、小さいところはなかなか対応が難しいというこ

とだろうと思います。100から300人規模のところで、検討中であるというところが30％を

超えるという状況でございます。この辺につきましては、雇用納付金制度の部分が多少影

響を与えておるのかなという気はいたしております。 

 下のほうの棒グラフを見ていただきますと、その傾向がより顕著にわかるのかなという

気はいたしております。 

 それから、13ページをごらんいただきたいと思います。障害者雇用の課題につきまして

お聞きいたしました。調査票を設計するときに、実際雇っていらっしゃる企業さんのみを

対象に課題を聞いたほうがいいのか、それともまだ雇っていない企業さんと区別してやっ

たほうがいいのかということでちょっと議論はあったんですけれども、正直、雇用してい

る企業数が少ないだろうということもございまして、雇用の有無にかかわらず問いをその

まま使っております。ですので、実際問題として雇用しているところは本当に雇用したけ

れども、問題になった部分、それと、まだ雇っていらっしゃらないところは、漠然とこの

辺が気になるんだというところが回答として出てきているのかなという気がいたしており

ます。 

 一番多かったのが、担当業務の選択、いわゆる仕事の切り出しの部分が課題ということ

で過半数を占めております。それから、職場設備の改善が３割ということです。この問い

への回答は複数回答でございますので、幾つかの項目に丸をつけていただいております。

これにつきましても、規模別に見ております。小規模になりますと、担当業務の選択とい

うのは、逆に３割ぐらいということで減っております。これは、正直、中小、特に小零細

になりますと、仕事の切り出しと言っても、切り出しをするほど業務が細分化できないと

いうことなのだろうと思います。ですので、規模が大きくなればなるほど、担当業務の選

択、これが課題ということで取り上げられております。いずれにいたしましても、経営サ

イドのほうから見ますと、最大の課題は、どんな仕事を実際障害者の方にやっていただけ

るのかどうかという部分なのだろうと思います。 
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 あと、先ほど清野委員からもお話がありましたとおり、この調査報告書からは見てとれ

ないのですが、実際の調査票１枚１枚を見ますと、非常に規模の小さい企業でも障害者を

雇用されている企業さんがぽつぽつございました。私ども中央会、現場で経営者の方にお

会いすることもあるのですけれども、身内に障害者の方がいらっしゃるとか、あとは社会

的貢献を果たしたいとか、経営者の姿勢です。規模云々というよりも、経営者のスタンス

によって障害者雇用というのが大きく左右されるのかなというのが、これは私の個人的感

想なのですけれども、現場を歩いている実感でございます。 

 以上でございます。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 それでは次は、事務局から企業向けの支援の実態の調査をされておるようですので、報

告をお願いします。 

○野原課長 それでは、資料７の障害者雇用に係る企業等向け支援の取り組みについてご

説明をさせていただきます。 

 企業の障害者雇用については非常に関心が高いということを感じますけれども、昨年度

の東京都議会でも質問などで複数取り上げられるなど、特に企業同士の交流の促進などが

非常に注目されております。東京都としては、まず企業向けに普及啓発セミナーを開催し

ていることであるとか、区市町村就労支援センターで、地域の企業やハローワークなどと

の情報交換会などを実施していることであるとか、あと中小企業同士がその知識と経験を

共有することが非常に有効なので、今後とも区市町村と連携しながら、そうした交流を促

進していくというお答えなどもしているところです。こうしたこともありましたので、各

区市町村や、それから各団体の取り組みの実情を把握するために、就労支援機関の企業と

の連携事例について調査をさせていただいたのがこの資料でございます。 

 これについては、平成23年の２月に、区市町村の63カ所、それからナカポツセンター５

カ所、それから、就労支援協議会の委員５団体に調査を行ったというものです。一部回答

はなかったですが、事務局で把握したものもございます。 

 各区市町村の就労支援センターですけれども、企業との連携については独自に取り組ん

でおります。もともとこうしたセンターについての業務は、就労を希望する障害者の就

労・生活支援ということで、個別具体的にその人に合った支援をしていくということにも

なりますので、企業での障害者雇用を促進するための取組は、さらにその内容に上乗せし

ていくプラス・アルファ的な取り組みであるというのが現状です。ですので、取り組んで
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いるところ、取り組んでいないところで、幾つか温度差があるのではないかということを

感じました。総じて区部から実績が見られましたけれども、取組自体は決して多くないと

思っております。 

 地元商工会議所との連携でございますけれども、こちらは４区確認をいたしました。懇

談会、交流会などの情報交換の場の設置のほか、協議会などを組織して、企業見学会や雇

用後の相談会などの取り組みをしているという事例なども見られました。 

 それから、中小企業向けのセミナー、こちらについては６区１市で実施でした。講演会

方式の座学が多かったのですけれども、例えば大田区などのように、名刺交換会などの交

流の機会を設けているという事例もありました。地元のハローワークとの共催などによっ

て実施をしている例が多いということを感じました。 

 例えば千代田区は、地域交流会は就労支援をテーマに年に４回実施など、軌道に乗って

いるという事例などもあります。 

 それから、新宿区のハローワークと管内就労支援機関との共催による就職準備フェアは、

新宿、中野、杉並、それから東京障害者職業センター、それぞれで連携をしたということ

で、広く連携をしているという事例がわかりました。 

 墨田区については、障害者就労支援フェアということで、就労者のパネル展示などもあ

わせて行っているということもお聞きしております。 

 大田区は、名刺交換会のほか小グループで懇談するとか、そうした機会も持っていると

いうお話を聞いております。 

 それから、中小企業に関する財政支援ですけれども、こちらのほうを確認したのは５区

でございます。１人当たり月額で幾らということで支給をしている援助金が多いのですけ

れども、墨田区のように設備整備改修のための助成金を出しているという事例があったの

が珍しかったです。 

 次に、17ページに行きまして、その他の取り組みとしては６区でございます。中央区の

ように、障害者の方が勤務後に集まってくる仲間づくりのためのたまり場に企業ボランテ

ィアが参加をしている例。 

 それから、新宿区の雇用促進本ですけれども、本日の資料の中で配付しているリーフレ

ットがあります。こちらの「VOICE」という本ですけれども、こちらのほうが新宿区精神

障がい者の就労を考える会の中でつくって企業に22年度末に配付をしたというものでござ

います。こちらについては、区内の就労支援機関や医療機関、医療関係機関の連携によっ
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て、精神障がい者の就労を考える会ということで、新宿区も絡んでいますけれども、その

団体の中でつくったというお話を聞いております。 

 それから、品川区の企業見学会は、障害者を雇用するための福祉施設等の見学会を実施

しているということでした。 

 それから、大田区は就労促進懇談会は年に１回ですが、事業所見学会については年に６

回、頻繁に実施をしているというお話などを聞いております。 

 それから、江戸川区ですけれども、こちらは江東区、地域企業やハローワークと連携し

て、障害者雇用企業情報連絡会を設置して、全体会を開催するほか、企業面接会や情報連

絡会を実施するということで、22年度は12月13日に実施したということを聞いております。 

 それから次に、ナカポツセンターの取り組み、こちらはWEL’S TOKYOさんから回答をい

ただきましたけれども、企業から相談を受ければ、それに応じた形でコーディネートする

いろいろな仕組みはやっていきますということで、具体的に企業同士の関係づくりを支援

しているのだというお話を伺いました。 

 それから、就労支援協議会各団体については、東京商工会議所、それから東京経営者協

会、中小企業団体中央会、都立青峰学園、東京障害者職業センター、それぞれについて伺

いましたけれども、本日それぞれで実施している障害者雇用を促進する取り組みについて

ご紹介をしていただければよいなと思っております。商工会議所は世田谷区との連携、経

営者協会についてはセミナーの実施、中央会については、今調査について伺ったとおりで

す。青峰学園については受け入れ企業との調整などについて、それから、東京障害者職業

センターでは事業主の支援などをたくさんやっているというお話を聞いておりますので、

ぜひお話を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 それでは、今のお話にありましたけれども、東京商工会議所と東京経営者協会、青峰学

園と東京障害者職業センターの委員の方にも取り組みの事例についてお話をいただければ

と思います。 

 この資料の順番でいきましょうか。最初に、東京商工会議所、よろしくお願いします。 

○平澤委員 東京商工会議所の平澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日、皆様方のところに机上配付ということで、「障害者雇用支援プログラム」という

１枚紙を配付させていただいております。そちらに基づきまして説明をさせていただきた
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いと思います。 

 東京商工会議所は、東京23区にそれぞれ１つずつ支部を持ってございます。そのうちの

世田谷支部というところが世田谷区などとの連携のもとに、世田谷区雇用促進協議会とい

うものを通じて活動を展開しているところでございます。こちらの雇用促進協議会なので

すが、平成15年に障害者雇用の取り組みで私どもの世田谷支部と世田谷区のほうの連携が

進む中で、東京青年会議所の世田谷区委員会の協力のもとに世田谷区障害者雇用促進記念

イベントを開催いたしまして、その成果を踏まえまして、都立の青鳥特別支援学校も含め

た４団体で設立をしたというのがそもそもというふうに聞いてございます。その４団体を

中心にしまして、各方面にご参加を呼びかけたということでございます。そういった意味

で、第１回目の総会がその後平成16年の４月に開催をされて正式にスタートをしたという

ところでございます。 

 協議会の目的につきましては、地域の商工団体ですとか、特別支援学校、あるいは区で

すとかハローワーク、関係機関、福祉施設、ほか団体の連携によりまして、地域における

障害者雇用の促進を図るということでございます。 

 取組といたしましては、障害者雇用促進のための事業者への啓発活動でございましたり、

また、事業者ですとか施設、関係団体、行政の連携、ネットワークづくり、あるいは工賃

アップに向けた取り組みですとか支援を進めてございます。雇用促進協議会の組織体とい

たしましては、常任の幹事会ですとか常任会、あるいは全体会といったような会議体を設

けまして進めているところでございます。 

 各年度のほうのプログラムということで、常任幹事会が中心となりまして、皆様方のお

手元にございますようなプログラムを毎年実施しているということでございます。お手元

にお配りしておるのが、平成22年度の支援プログラムの全体像ということでございます。

そちらの第１回目のところと、それから第６回目のところ、下のほうにございますが、12

月でございます。こちらが雇用制度の勉強会といったような位置づけでやってございます。 

 また、第２回目と第４回目が施設の見学ということで、本日もご出席されておられます

上滝委員の「すきっぷ」などの施設の見学をさせていただいておるところでございます。 

 また、第３回目が雇用促進のイベントということで、これは社会一般に広く啓発、周知

していくというものでございます。 

 また、第５回目のところ、これは会社を見学ということで、「ＮＳＷウィズ」という会

社さんをお訪ねして、現場の方からお話を聞いたということでございます。 
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 今申し上げた10月の雇用促進イベントでございますが、こちらが割合と大きなものでご

ざいまして、全体で136名の方にご参加をいただいたところでございます。内容といたし

ましては、パネルディスカッションでございますとか、あるいは区内障害者施設のご紹介、

この中には上滝委員の「すきっぷ」もご参画をいただいております。また、障害者雇用協

力企業への感謝状の贈呈ですとか、あるいは展示ですとか自主生産品販売なんかも展開を

したということでございます。 

 また、企業に対する啓発活動ということでは、同じ10月に東京青年会議所の世田谷区委

員会の定例会で取り組みの説明などもさせていただいてございます。 

 平成23年度も平成22年度に続いて同様のイベントを予定いたしておりまして、今後とも

なお一層の参加者でございますとか参加企業の拡大に向けて取り組みを進めてまいりたい

と思ってございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 それでは、その次に東京経営者協会の山鼻委員、お願いできますか。 

○山鼻委員 東京経営者協会の山鼻です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 東京経営者協会といたしましては、年に一、二回経営者向けにセミナーという形で啓発

活動は続けていたのですけれども、参加をしている企業を見ると、特例子会社や大企業が

多いので、ちょうど昨年は法改正等々がありましたので、これでは新しく対象になったと

ころには手が届かないのではないかということで、101名から300名の企業を対象にいたし

まして、障害者雇用促進法、そのとき、ちょうど次世代育成法が変わったので、一般事業

主行動計画を策定してみてはどうですかということで、２本立てセミナーを開催いたしま

した。こちらの東京労働局さんのご協力をいただきまして、講師を派遣していただきまし

て、３回ほど開催いたしまして、計22社のご参加をいただきました。 

 その後は個別の相談会等もしておりますし、その後、私どもの職員が今会員のほうを巡

回ということをやっておりますので、その作業の行程で障害者雇用についていろいろご質

問を受けたりということをやっております。 

 また、月に１回経営労務相談室というところで障害者雇用の相談もしておりますけれど

も、月に１回というところで限界があるのか、電話でのご相談も多々ありますので、そう

いうところで対応しているところで、主にご相談のところで多いところをご紹介したいと

思います。 
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 まず、よくお話しすると、どこで人を探したらいいですかということと、先ほど清野委

員からもご説明があったんですけれども、今精神障害者の方が増えているのに比してなか

なかというところで、特に初めて障害者を雇用されるところは、障害者というと、身体を

イメージされていて、そこら辺を改修したら明日からでも即戦力になる障害者を雇いたい

というような希望を特に中小企業で障害者雇用になれていないところの方が非常に持って

いらっしゃって、それは労働市場を見ると、そこら辺がほとんど若いそのような方は労働

市場にいません。 

 そこら辺をご理解いただけなくて、今実際に雇えるとしたら、ある程度年齢のいった身

体の方や知的の方、もしくは精神障害者の方しかほとんど労働市場にはいませんというこ

とをまずご理解いただくところから始めて、でも、うちが欲しいのはそうだと言っても、

実際にいるのはそれしかないのだから、では、ここのところで、そうは言っても障害者雇

用はやらなくて済むという問題ではないんですから、そこは発想を転換してくださいとい

う形でいろいろ攻めてはおります。 

 ただ、なかなかこれは厳しいのですけれども、そうすると、企業のほうも、まずそこの

ところで、これでは引くわけにはいかないというところもありますので、次に出てくるの

が、どこで働く人を探せばいいのですかと。でも、そういう人たちは本当に働けるのです

かというようなお話があり、では、まず実際に働いているところを見ましょうというとこ

ろで、私どもと親交のある企業を紹介して見学の労をとったり、昨年ですか、今年になり

ますか、所沢にあります職業リハビリテーションセンターさんのほうで１日フルで、障害

の理解から実際の見学というところもありましたのでそこのところに協力いたしまして、

御興味のある方はそこに行くような形であっせんもしております。 

 あとは小さいところ、かなり厳しいんですけれども、まず障害者雇用自体の理解がない

というところもかなりあるのですが、働くイメージがないというところがあると、次に御

紹介するのが、では、インターンシップや、今いろいろな支援機関なり支援学校が企業実

習の場を求めています。そこのところに２週間３週間の受け入れでもいいので、そこでま

ず手を挙げてやってみたらどうですか。そのときには、まず先方のほうからもきちんとし

た対応をしてくださるので、例えばここの企業ではこういうことをやりましょうというと

ころで一緒にプログラムをつくれるからというようなところでコツコツと障害者のほうを

やっております。 

 また一方、新規のほうが雇用できないという企業さんもいるのですが、それは製造業の
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ところでは、自分のところで労災やいろいろな災害で障害を負ってしまう方がいらっしゃ

るのです。その方を解雇するわけにはいかないので、そのような手帳を持った方も引き続

き雇用するので、今のところ雇用率は足りておりますというような声もありますので、一

概に企業側が決して障害者雇用に背を向けているというようなことではないのをご理解く

ださい。今年度は、中小規模のほうも対象にしてやりますけれども、同じように会員企業

全般に向けて引き続き啓発事業を続けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 それでは、次は青峰学園の馬籠委員、お願いします。 

○馬籠委員 青峰学園の校長の馬籠でございます。 

 本校は、生徒全員の企業就労を目指すということで、高等部職業学科を設置する学校で

ございます。平成21年４月に開校いたしまして、いよいよ今年度、卒業生を初めて出すと

いうところで、生徒全員の企業就労ということで今プレッシャーがかなりかかっていると

ころでございます。そういったところで、企業向け支援というか、企業の皆さんと一緒に

障害者の雇用を考えていくというところで何とかコラボレーションで取り組めたらという

ことで御紹介をいたします。 

 まず、障害者理解、私どもの生徒の理解と、私どもの学校の理解、そして、日ごろ私ど

もが学習している授業内容を見て、いろいろと企業の皆様にご理解いただくということで

学校見学会を企画いたしております。これは、もとより東京都教育委員会の前田部長がお

いでですが、都立学校教育部の特別支援学校就労支援委員会事業と連携して、本校の進路

指導の計画と戦略と一緒に考えて取り組んでいるところでございます。本校は、東京都の

多摩北部ブロックでございますが、関係機関のハローワークさんのご支援によりまして、

多摩地区の企業、事業者、30社程度が参加をして本校を見学しているという状況でござい

ます。 

 また、先ほどの都立学校教育部の事業でございますが、そこには就労支援のアドバイザ

ーも配置されておりますので、特に本校のある北部ブロックのアドバイザーさんは雇用経

験のある特例子会社さんのアドバイザーでございますので、そういう経験のある会社さん

を１回見てもらうということで、企業の皆様しかわからない内容を聞けるということでメ

リットがあります。例えば雇用管理を具体的に聞けるとか、会社同士でないとなかなかわ

からないこととか、給料面とか、財務とか、経理とか、社内の合意形成はどういうふうに
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なさるのですかというところがとてもいいようでございます。ハローワークともご協力を

得て、10社程度を見学会をしたというところがございます。 

 また、中小企業との取り組みということになりますと、地域の会社になるわけですが、

会社の現場の負担を軽減しなければ、私どもの学校の生徒がそこに実習に行ってもなかな

か厳しいものがございますので、就業体験、インターンシップ等につきましては、教員が

事前に研修を夏休み等にしっかりして、現場の皆様の信頼を得て、そして、教員が付き添

いで実習をするというところでございます。 

 もう１つが、現場の方の負担と、あと企業担当者様の負担の軽減というところでは、ワ

ンストップ支援ということを心がけております。というのは、学校と企業、またハローワ

ークとも連携をいたしまして、本校で言えば進路指導担当が実習をする企業から障害者雇

用における手続の仕方だとか、助成金の申請だとか、福祉サービスだとか、給料だとか、

業務の切り出しだとか、指示書のマニュアル等のこと、いろいろ多方面ありますので、そ

の辺を学校の担当者に１回聞けば、そういう基本的なところ、ここに連絡するとよくわか

りますとか、窓口の一本化をして、必要な基本的な情報が入手できるように支援ができれ

ばということで、ワンストップ支援をしているところでございます。 

 あとは資料10、ページ24と25にございますけれども、企業者同士の連携が進むためにと

いうことで、これは本校独自のインターンシップ協議会とか、あと雇用事業所連絡会でご

ざいますけれども、この最後の雇用事業所連絡会は、まだ私どもは卒業生を出しておりま

せんので、就職させた後に会社が非常に困る部分、また悩む部分、相談したい部分がある

というところでは、就職した会社の雇用事業所連絡会を学校が責任を持ってそういう協議

会を開催して、お互いのノウハウを理解し合う。そういうことが大切ではないのかなと考

えてこのようなことでやっております。 

 また、インターンシップ協議会でございますが、今現在本校は、インターンシップにつ

きましては１年生と２年生の前半で取り組んでいるわけですけれども、80社ほどインター

ンシップの会社に協力していただいているというところでございます。生徒が120人おり

ますけれども、３年生は現場実習になりますので、今80人生徒が１、２年でいるわけです

けれども、基本的に１、２年生の学びを保障するために、企業体験の意義や課題を共有す

るということで学習する場というところで、インターンシップの協議会を経てインターン

シップの協力会社さんの協力を得てご指導いただいているというところでございます。 

 以上でございます。 
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○今野座長 ありがとうございました。 

 お手元の資料の資料８を見ていただけますか。東京しごと財団の矢田部幹事よろしくお

願いします。 

○矢田部幹事 では、お手元、18ページの資料８でございます。幹事をやっております東

京しごと財団の事務局長の矢田部でございます。日ごろから皆さんには大変お世話になっ

ております。 

 東京しごと財団は、都民の方の幅広い雇用・就業を支援するといった役割を持った公益

財団でございますけれども、中でも障害者に関しましては、昭和47年に東京都心身障害者

職能開発センターという障害者職業訓練を行う財団を設立しまして、これを前身としてお

ります。近年、職業訓練から、どちらかといいますと、企業に対する支援のほうに軸足を

シフトしつつあるところですけれども、まだまだ知られていないところもございますので、

本日はそのＰＲも兼ねて、当財団の取り組みについてご紹介させていただきたいと思いま

す。 

 お手元の資料８のまず１枚目、総合コーディネート事業という事業をごらんいただきた

いと思います。 

 これは、障害のある方の一般就労に向けた普及啓発から就業相談、また定着支援まで一

貫して行うといった事業でございます。中でも、例えば普及啓発・広報ということでは、

この資料の左側をごらんいただきたいと思いますけれども、保護者の方とか企業等を対象

にした各種セミナーをやっております。特に企業向けのセミナーとしては、大体年間で６

回ぐらい行っております。昨年度、平成22年度の実績については、この資料の右側のほう

に書いているとおりでございます。 

 また、障害者雇用に関するシンポジウムとか、また関係機関の意見交換会なども行って

おります。 

 さらにその下に、就業促進ということで、障害を持った方の就職活動を支援するような

セミナーとか、また、まず企業現場を見ていただくということで、企業見学会とか交流会

なども行っております。 

 また、一般就労を目指す障害者と企業との面談の場をつくるということで、企業合同説

明会ということも年に２回ほど行っております。 

 また、先ほど来各委員の皆様方からも、障害者の職場体験実習というお話も出ておりま

したけれども、我々も当財団としましては職場体験実習を支援するということで、実習を
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希望する方と実習にご協力いただける企業との面談の場というのを設けております。昨年

度４回やりまして、今年度もつい先日行いましたけれども、約70名の障害を持った方に参

加していただきました。 

 一方で、参加された企業側を見ますと、これまで障害者を雇用したことがないという企

業も参加しておりました。初めて障害者を雇用するというと、なかなかハードルが高いと

いうこともあるかと思いますけれども、そういった企業には、まずは職場体験実習をやっ

てみて、こういったものかということを御理解いただければという意味でも、この制度を

活用いただければと思っております。 

 また、当財団では、職場体験実習を行うに当たりまして、実習生に対する損害保険料の

補助も行っております。右側に昨年度の実績を書いてございますけれども、昨年度は、実

習生582人の方に対しまして保険料を当財団として補助してございます。これは、実習生

の傷害、または損害賠償などをカバーする保険でございます。 

 また、左下でございますけれども、企業情報連絡会ということで、障害者を雇用する企

業がそれぞれ抱えている問題に関して、悩みに関して、自由に意見交換、情報交換をして

いただく。これによりまして、障害者の雇用管理の改善とか定着支援の一助にするという

連絡会なども行っております。 

 次に19ページをごらんください。東京ジョブコーチ支援事業といった事業でございます。

こちらの事業は、障害がある方が就職しまして、新しい職場で円滑に働き続けられるとと

もに、また、企業側からしてもスムーズに受け入れできるように、そういった環境を整備

するためのアドバイスを行うジョブコーチを派遣するといった制度でございます。 

 国の制度でジョブコーチはございますけれども、国のジョブコーチは人数も非常に限ら

れておりまして、活用したいという企業のオーダーになかなかこたえられないということ

も聞いております。つきましては、これは東京都独自のジョブコーチ事業ということで、

当財団が東京都から補助を受けまして、実際事業の実施に当たりましては、東京都知的障

害者育成会さんに委託して行わせていただいている事業でございます。 

 ジョブコーチは、どんな方がジョブコーチになっているかといいますと、資料の左側で

ございますけれども、これまで障害者の就労支援に係る業務を１年以上行った経験があっ

て、なおかつ、当財団でやっておりますジョブコーチ人材養成研修を受講して財団で認定

した方ということで、60名の事業規模でございます。実際には、今若干欠けまして56名で

ございますけれども、障害者の就労支援機関の職員の方とか、あとは、これまでに特例子
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会社で働いた方などをジョブコーチとしてお願いしております。 

 大ざっぱな流れは、この資料の右のほうに書いてございますけれども、障害者ご本人と

か、または企業、また就労支援機関等々から要請がございましたら、その内容を伺った上

で担当ジョブコーチを決定して、ジョブコーチを企業のほうに派遣するといった流れにな

っております。 

 例えばどんなことをさせていただくかといいますと、一番右下に例示をかいてあります

けれども、障害者に対する支援といたしましては、例えば作業手順書を作成してミスを減

らすなど、仕事をやっていく上での能力のアップを支援するとか、また職場で求められる

行動様式、いざ就職してみたら、職場の組織の中での立ち居振る舞いというのが、企業側

の思いと障害者ご本人の実際の行動とギャップがあるケースがございます。そういった

個々の事例を見ましてサポートするようにアドバイスなども行っております。 

 一方で、職場環境を変える支援ということで、作業行程とか作業補助具などの設定につ

いてアドバイスをして、企業側がよりスムーズに障害者を受け入れできるような支援など

も行っております。また、中には障害者をこれまで雇ったことがない、接したことがない

といった企業では、上司の方がどうやって接したらいいかわからないというケースがござ

いますので、適切な指示の出し方についてアドバイスをするといったことなども行ってお

ります。 

 次のページの（３）で障害者委託訓練事業というのもございます。こちらは、国から東

京都が受託しまして、それを当財団がさらに再委託で請け負う事業でございますけれども、

障害者を対象にしまして、短期間、およそ３カ月程度の職業訓練を行うといった内容でご

ざいます。訓練にはいろいろメニューがございますけれども、例えば左側にございますよ

うな知識・技能習得訓練コースといったコースでは、民間の教育訓練機関とかＮＰＯなど

を委託先としまして、パソコンとかさまざまな作業など、その手順を学ぶといった訓練で

ございます。 

 特に中小企業に関係する訓練としましては、その次の実践能力習得訓練コースといった

ものがございますけれども、これは企業などを委託先にしまして、企業現場を実際に活用

させていただきまして、実際の業務に即した作業実習を中心にしてスキルアップを図って

いこうといったものでございます。これは年間で260人規模でやっております。ですから、

中小企業で障害者を雇用するといった観点と同時に、先ほど言ったように、まだまだ障害

者の実際の採用にハードルが高い企業におかれては、こういった訓練の受け入れなども一
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つの最初に入ってくるコースとして考えられるのかなと思っております。 

 訓練の流れについては右のとおり書いてございますけれども、時間の関係で説明は省略

させていただきます。 

 非常に雑駁ですけれども、説明は以上でございます。よろしかったら、ぜひとも当財団

の事業についてご活用いただければと思っております。 

○今野座長 ありがとうございました。 

 次に、資料をめくっていただきますと、資料９というのがございます。これが委員の方

から説明していただく最後になりますが、障害者職業センターからお話をいただければと

思います。春日委員、お願いします。 

○春日委員 春日です。よろしくお願いします。 

 資料のほうはつけてありますけれども、今日のテーマが、中小企業における障害者雇用

の推進ということなので、踏まえて説明させていただきたいと思います。 

 うちのセンターも、既にご存じのように、昭和47年に促進法に基づいて設置開設されて

以降ということで、かれこれ40年ぐらいになるわけですけれども、その中で各種業務とい

うのは大分変わってきているなという感じです。現在うちで行っている業務の切り口とい

うのは、対象が障害のある方、もう１つは、障害者を受け入れる企業の方、もう１つは障

害者の就労支援に携わる方々、機関を含めて、そういった方々を対象とした支援展開とい

うことになっています。 

 方法論としては、例えば先ほど国の制度がなかなかすぐに使えないといったような話も

ありましたが、ジョブコーチ支援というのが１点ありますし、もちろん職業評価とか、最

近ではリワーク支援という、うつ病等の精神障害により休職している方への職場復帰支援

事業等々、そういったものを活用しながらサービスを提供しているという形になります。 

 事業支援に関して言いますと、これまではどちらかというと、東京センターというのは、

東京という地の状況を踏まえて、うちの機構自体は全国52センターを持っているという全

国ネットワークのスケールメリットを生かして、均質で均一なサービスをどこでも展開し

ていきましょうということを行っていましたので、おのずから企業に対する支援というの

は割と大きな、例えば各地方の営業所ですとか工場を持っているような企業をターゲット

にして、そこでの雇用率達成のために各地方のセンターにも依頼をしながら、求職者の方

を確保するとか、それに伴って必要な支援を事業主のほうにしていくとか、あるいは説明

等を行っていくという展開だったということになります。 
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 ただ、先ほど来お話がありますように、納付金制度の対象企業が201人というより、今

年度から、うちのセンターが従前は東京都雇用開発協会に委託をして行っていた障害者雇

用納付金関係業務につきましては、東京障害者職業センターが行うという窓口になりまし

て、そういう意味で正確性を期して言いますと、201人以上企業というよりは、200人を超

える、つまり、0.5人という短時間労働者のカウントがありますので、200人を超え300人

以下の事業主が納付金の対象企業となったわけですけれども、そこへの納付金の徴収等々、

報奨金の支給もありますけれども、そういった業務を行っていくという２本立ての職リハ

サービスと納付金関係業務を１つのセンターで行っていくという体制になっています。 

 そういう意味では、今年度行われています、今は終わったんだと思うんですが、23年６

月１日の障害者雇用率調査の結果というのが、企業規模に応じてどのぐらい変わっている

かというのはちょっと気にしなければいけないかなと思っていまして、４月に納付金の対

象企業の申告を受け付けたときに、大枠でいうと1,500社ぐらい東京では対象企業は前年

よりもふえているわけです。そこの部分の雇用率がどれだけ上がっているかというのはち

ょっと興味を持って見ていきたい。 

 これからは必然的にうちのセンターも、200人を超え300人以下企業における障害者雇用

の促進というのも重点業務として行っていきたいと思っている今年度です。そういう意味

では、基本はハローワークの行う雇用率達成指導と連携しながら的確に行っていきたいと

いうふうに思っているわけです。ちょっと心配しているのは、先ほど来いろいろな機関の

方々からもお話がありましたように、うちでもいつも思うんですけれども、同じようなこ

とをどこでもいろいろやっていて、多分利用される企業の方、一番効果的で効率的にいろ

いろないいものを得られるのはどこなのだろうかというようなことがあるのではないかと

いう感じもしています。 

 そういう意味では、ここは違う協議会なのでしょうけれども、各関係する機関が少し似

通ったものを整理していく、あるいは共催していくとか、あるいは役割分担をして行って

いくという取り組みを今後していかないと、特に東京は中小企業の数がものすごく多くて、

対象企業の数は全国に比べてすごく多いものですから、そういった効率的で効果的なやり

方論というのもちょっと検討していただければと思っています。 

 中身はまたごらんいただければ、こんなことをやっていますということで、資料のほう

の説明は差し控えますが、またよろしくお願いします。 

○今野座長 ありがとうございました。 
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 それでは、皆さんからお話をいただきましたので、あとは自由にご意見をいただければ

と思います。今私が指名させていただきましたけれども、発言機会が得られなかった方に

ついてはぜひともお話をいただきたいと思います。どなたでも結構ですが、どうぞ。 

○林委員 先ほど山鼻委員のお話のとおりで、企業側から言いますと、障害者というのは

どういうものかというのがまず第一条件になりまして、知的障害なのか、身体障害なのか、

精神障害なのか、障害者を雇ってくれませんかと言われたときに、これは全部一緒なんで

す。どういうものかというのがまずわからないということと、それを皆さん方は講習でい

ろいろ啓蒙なされていると思うのですが、それはそれでぜひやっていただきたいことだと

思います。 

 それともう１つ、インターンシップ制度なんですけれども、今インターンシップ制度は

最低で１日ですが、これを１日というのは中小企業にとってかなりハードルが高いです。

例えばそれを半日にしてくれたら、ともかく見てくださいというような感じで、入口を広

くするという意味では、半日とか、３時間とか、そういう形で、極端なことを言うと１時

間でも、社員のみんながどういうふうな感じなのか、そういう機会も必要ではないかと思

うので、ぜひその辺の時間短縮というとおかしいですけれども、インターンシップのハー

ドルを半日とかその辺に下げていただければよいかと思います。 

 これも重度、軽度、いろいろあると思いますが、そういう感じで、今回のインターンシ

ップは軽度でした、今度重度の方を１時間ぐらいいかがですかとか、最初の話に戻ります

けれども、障害者とはこういうものだというものを企業に理解してもらったほうがよろし

いのではないか。これは私の全くの個人の経験から申し上げましたけれども、そんな感じ

でやっていただければいいのではないかと感じました。 

○今野座長 今の件について、ほかの方で何かございますか。 

○林委員 それと、これは特に支援学校の生徒の話なのですが、勤労意欲を持たせるとい

う意味で、インターンシップでアルバイト料は払う必要はございませんとか、そういうの

はありますけれども、金額はどの辺が妥当かというのはわかりませんけれども、働くとこ

ういうことだと、そういう意味でも幾らかの現金をお渡しになって、それは補助金なり何

なり、穴埋めするようなものを企業に援助してあげて、企業としては、そういう意味で啓

蒙させられる。生徒のほうは、働くとはこういうことだというような意欲も持てるのでは

ないかというような感じはいたしています。 

○今野座長 馬籠委員、今の件はいかがですか。 
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○馬籠委員 私どもは、今インターンシップの話が出ましたけれども、先ほどの資料では

ございませんが、学びの場というところで、それで企業の皆様にもご負担をかけないよう

にということで、まず本校の学校を理解してもらう、生徒を理解してもらうということを

最初にしながら、説明をして、現在80社の会社の皆様に本校をよく理解してもらって、そ

れでお互いにその評価のことを話し合ったり、そしてあと、子供たちの働く意義とか必要

とされるビジネスマナーだとか、そういうこともインターンシップの会社さんの協議会の

中でいろいろとご指導いただいたりということ、まず事前の学習をしっかりして、そして、

インターンシップに取り組んでいくという段取りを今のところ取り組んでおりますが、普

通科の特別支援学校でも、なるべくそういう会社さんの負担、または児童・生徒の理解と

いうところをしっかり考えながら取り組めるように、今後みんなで、今言われたことも含

めながら、課題として取り組んでいけたらいいのかなと思っております。 

○今野座長 ほかにいかがでしょうか。 

 先ほど林委員が言われた一つの例ですけれども、中小企業の事業主が障害者について理

解したいなと思ったときに、どの機関のどの事業が当たればいいのか。先ほども春日委員

からありましたけれども、いろいろな機関がいろいろな事業をやっているわけですけれど

も、それらが中小企業の事業主を対象にしたものだとすると、お客さんである中小企業の

事業主にとってどこがやっていても関係ない。どういうサービスが提供されるかが問題に

なる。そうすると、中小企業の事業主が障害者雇用に行くまでに順番にとるステップが問

題になります。 

 ステップは多分「見てみる」というところから始まるかもしれない。そのそれぞれのス

テップに対応する事業は何かという観点で資料がまとめられていないんです。ですから、

ちょっと乱暴なことを言うと、各機関の都合でいろいろ事業が並んでいるけれども、事業

主のニーズから並びかえたら、多分違う並び方になるのではないか。事業主のニーズのス

テップがあり、各ステップのニーズを満たすためにはどの機関のどのサービスが対応する

のかというふうになっているといいなと思います。事業主がお客さんですから。 

 ほかにどうですか。今、私は意見がなかったのでつないだのですけれども、どうぞ。 

○天野委員 東京都の流れの中で一番最初から言っているんですが、この間、みんなすご

く頑張っているなという印象はあります。ただ、すごく似たような事業、例えば東京労働

局がやっている先ほどの中小企業に対しての指導がすごくあります。でも、そこでまた、

今度は職業センターもあるとか、あと東京都の産業労働局も東京労働局と似たようなこと
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をやっている。いつもそこが調整しているというお話も伺うんですけれども、みんながこ

んなに一生懸命やっているけれども、どのぐらい効果があるのか。 

 それによって、例えば産業労働局もやって、東京労働局もやって、センターもやって、

いろいろやっていったおかげで就職者が３倍になって、企業の雇用の数が伸びたといえば

すごくわかりやすい話なんだけれども、この間、ずっといろいろやっているけれども、な

かなか見える形にはないというのが一つずっと気になるところで、特にずっと言っている

産業労働局とか東京しごと財団の仕事はとても似たところがあったりするので、ターゲッ

トとか方法を斬新な――なかなか斬新なものは難しいかもしれないのですけれども、無駄

のない形がないのかなというのはいつも感じています。 

 それからもう１点、少し別ですが、中小企業は私もずっと見ていて、実は大変だなと思

っています。本当に締めつけられていて、だけど、本当を言うと、雇用率にはのらないん

ですけれども、精神障害者の方を短い時間雇ってくれているところは案外多いのです。で

も、こういう資料にいつも載らないし、それから、助成金の対象にもならない。ステップ

アップ事業がぎりぎりなのですけれども、それ以下の時間だと。 

 だけど、例えば精神の人だと、週３日、１日２時間でも、それでも就労だというふうに

希望している人もたくさんいらっしゃって、そこを例えば１年働いた後に、もうちょっと

長い時間働いてみようといって雇用率に入るというのが現実的な話です。精神がうまくい

って就職者数が増えてありがたいですけれども、大企業が20時間、30時間で働かないかと

いうときに、それに合わせて、まだ本当に働けるかどうか、大丈夫かという人も行きたが

ったり、行ったりしていて、実は企業も少し困っているという話も聞いたりするんです。 

 だから、そこでもうちょっと現実的な足場のステップ、精神の人にはステップバイステ

ップというのが一番着実で病気が悪くならないやり方なので、もう少しみんなで同じとこ

ろをターゲットにしないで、違うやり方、ステップアップするときはこの助成金を使うと

か、短時間の雇用率にはのらないけれども、こういうふうにやっている中小の人を優遇す

るとか、何か違うやり方をもう少し考えたらどうかと思っています。 

○今野座長 そういう雇用は、インターンシップ等のグレーゾーンがある。つまり、イン

ターンシップでバイト料を出したら、例えば１日２時間ですとやったときに、それと近い

です。 

○天野委員 インターンシップは雇用ではないです。実習だから。雇用してほしいから、

雇用前に少し様子を見る。それがうまくいったら、雇用率に入れましょうと、そういう感
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じです。 

○今野座長 そうなのですけれども、その場合だって、雇用は非常に短期雇用のケースが

考えられるとするということですか。 

○天野委員 中小企業で入れていただいているのは、短期雇用に限らないです。もう５年

も10年も、１日３時間とか４時間だけど、僕はこれでいいという方が結構いらっしゃる。

企業の人も結構面倒を見てくれる。それで、ずっと安定している。生活できるかというと

難しいので、年金とかがあるのですが、精神の人の現実は、相当できる人もいますけれど

も、このぐらいから始めてこのぐらいでとまってもいいという人もたくさんいるんです。

このぐらいのほうが、むしろ幸せになるみたいな人がいるので、だけど、インターンシッ

プというのは、実習でその先へ行くかということだから、インターンシップばかりでもど

うかと思います。インターンシップはいいと思うのだけれども、とても小さいサイズの雇

用に対してもうちょっとフォローがあってもいいかなと。 

○大森委員 私はそれは大賛成です。毎日のように精神の方の相談が増えてきているこの

ごろです。実は、うちは港区ですけれども、就労継続支援Ａ型事業所（以下「Ａ型事業

所」という。）をしております。そこが最初は、まさか精神の人ばかりになるとは思って

いなかったのですけれども、知的の方たちでどうしても就労移行から２年たっても就職で

きなかった人のためにＡ型があるといいねと思ってつくったのですけれども、今現実はほ

とんど精神の方が埋めています。 

 Ａ型事業所はステップアップ制度は一切使えないのです。だけど、本当に週１回とか週

２回、２時間とか３時間から始めて、だんだん元気になっていかれるのです。それでも、

元気になったから週４にしますと言って４回にした途端にまたダウンしてしまうとか、そ

ういう方たちがすごく多いのですけれども、そういう場所にＡ型がうまく機能すればすご

くいいかなと。 

 そこでステップアップしていって企業に入っていければ支援者もつくことができますの

で、そういうＡ型事業所が増えればいいかな。東京都は残念ながらＡ型事業所は少ないの

で、企業がＡ型事業所をしているところはあるんですけれども、うちのように福祉の関係

がＡ型事業所をするというのは本当に厳しい。港区が補助金を出してくれているから何と

かやっていけているのですけれども、数字でいくと赤字です。だけど、それで元気になっ

ていく精神の方たちがたくさんいらっしゃるので、Ａ型事業所を国も東京都ももう少し考

えていただけるといいかなと思います。 
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○今野座長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

 このテーマの趣旨は、ここで皆さんに自由な意見を言っていただいて、それを参考にし

て東京都が施策を考えてねというのがテーマですので、こういったことが全部施策に入る

とは決して思いませんけれども、言いたいことはどんどん言ったほうがいいと思います。 

○井上委員 花王の井上です。企業で採用に携わっている者の立場で少し感想を申し上げ

ます。 

 まず１点は、きょう各委員のほうからお話がありましたとおり、ここ数年、各企業の障

害者への採用活動が活発な状況で、特に大企業の採用意欲が大変大きくなっているという

ことを実感しております。ということは、私どもの会社に応募される方もどこかの企業に

内定をしている。それも、いわゆる有名企業と言われている企業の内定を持っておられる

方が多いのが実態です。 

 そういう中で採用のあり方をどう考えるかということは大事なことだと思うのですが、

一方、応募される方は、有名な会社だからということだけで入社される方が多くなってき

ている可能性もあるのではと思います。逆に入社されてからご自分のつく仕事と希望して

いる仕事が違うということで、ミスマッチが起きていることは現実的にあると思います。

大企業の雇用率が1.87％ということですが、一方離職率はひょっとして上がっている可能

性があるのではと危惧しています。 

 従いまして、まず自分のやりたい仕事がその会社でできるかどうか、いわゆるミスマッ

チをなくすために何が必要かと考えたときに、今までのお話にありますとおり、職場実習

であるとか、インターンシップであるとか、そういうことをもう少し広げることは、特に

ハンディキャップを持たれている方には大事なことではないかと思います。もちろん、や

り方であるとか制約条件はたくさんありますが、職場実習なり、本当に自分ができること

と自分がやりたいことをもう少し真剣に考えてあげることが働く人には本当に必要だし、

企業にとっても必要だなというのが第１点目です。 

 ２点目は、中小企業の雇用の促進を考えるにあたっては、今日さまざまなご説明をいた

だいたプログラムは大変いいプログラムだと思います。お金の支援であるとか、さまざま

な支援を受けられるということは活用いただくことは大事だと思います。それとともに大

事なのは、経営者の方にどれだけ障害者の雇用のことをご理解をしていただくか。それは

経営者の方の経営の考え方で雇用のあり方は変わりますし、どれだけ障害者の方を採用し

ていくかということを強く意識してもらい、行政からの支援もそういった面にさらに力を
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入れていただくことのほうが大事かなと思いました。 

○今野座長 私の今の件についての感想ですけれども、先ほどからも出ていますけれども、

経営者の方の理解が重要だということです。そのとおりですけれども、理解する前には触

れなきゃいけないのです。触れることなくして理解なし、理解はかなり高度なことなので、

その前に何かすることがあるかなとちょっと思っています。 

○上滝委員 私どもの法人の上部団体の全日本育成会が昨年就労支援セミナーを行って、

その際、地方と中央の企業の方にインタビューをして、先ほど出た意見と全く同じような

答えというのでしょうか、制度がたくさんあるのはわかるけれども、こんなにたくさんあ

ったら、一体どこに行けばいいのか困ってしまうと仰っていました。 

 先ほど馬籠委員がおっしゃいましたけれども、ワンストップ支援が本当に重要で、あと、

先ほどから出ているように、一番最初に会うというところ、それを一体どのようにすれば

その場面が出てくるのか、先ほどから出ている意見が企業の方から出ていて、それを考え

ると、春日委員がおっしゃっていましたけれども、みんな一生懸命いろいろなことを考え

ていても、それを最終的にどこかできちんと整理をしないと、情報があまりにもあり過ぎ

て、企業の方は困ってしまうのだなと思っています。 

 それと質問及び提案があるのですが、今回、三原委員からのアンケートの結果で、ペー

ジで言うと11ページでしょうか。中小の方、雇用している方が約２割ということで、同時

に、現在は雇用していないが以前に雇用していた方が18％。前に雇っていたのに結局雇っ

ていない方が約２割近くいる、何で以前は雇っていたのに今は雇わなくなったのかという、

そこを突き詰めることで何か見えてくるのではないかと思います。 

 きれいごとではなくて、そこに本音の部分、企業の方が一体どのような思いで、前は雇

ったけれども、今はこりごりだと、きっとそのような感情をお持ちだと思われます。今回

このアンケートでそのあたりをわかっていらっしゃるのであれば教えていただきたいと思

います。 

 精神の方の雇用のことについて、前任の宮武がもしかしたらこの場で言っていたのかも

しれませんが、雇用のポイント制について提案です。時間数に達しない方々に関しては、

１週間１時間でも、働いたらそれがポイントになって、何ポイント以上になればちゃんと

雇用率のカウントになる制度はどうでしょうか。これは当然国の制度に絡んでくるのです

が、そのような制度があれば、良い意味でおもしろいし、雇用が広がっていくのではない

かと思っていました。 



 35 

 福祉保健局にお聞きしたいのは、今回中小の雇用の促進ということで、私は今回福祉保

健局の事業の中で、６番の離職障害者職場実習事業、中小の方にそのような接点の場を設

けるということではすごく画期的な良い事業だなと見ています。報告もいただいています

が、今後、もう少しこれを具体的に広げていくというか、企業の方に、障害者の方との接

点という視点でこの事業をどのように広げていこうと、何かそのような考えが今おありな

のかどうかを聞きたいと思います。 

○今野座長 少し延長させていただきます。 

 それでは、最初に質問が中央会ですよね。昔採用したのにやめている、これは非常に重

要な事実なので、どうかという話です。 

○三原委員 この部分についてはアンケートはとっていないんですが、制度設計のときに

若干議題には上がったんです。やめた原因というのは聞いたほうがいいんじゃないかとい

う話が出たんですが、回答しづらい部分ではないかということで、すみません。要は、回

収率が下がってもどうかなということもありまして、その部分は割愛したような記憶が残

っております。 

○今野座長 要するに、残念ながら、わかりませんということでございます。 

 ２番目は、ポイント制については、気持ちは、国がやらなければ東京都がやれというこ

とを言いたかったんですか。 

○上滝委員 そうです。 

○天野委員 すごくいいと思う。ユニークではないですか。国はこれしかないけれども、

いつも東京都は独自でやるなら、似たことをやらないで、今のことをやると賛成です。 

○今野座長 それでは最後、福祉保健局に質問がありましたので、どうぞ。 

○野原課長 上滝委員のおっしゃるとおり、開拓に当たってはかなり地味な作業もやりま

して、例えばショッピングセンターであるとか、たくさんのお客さんが来て人の目に触れ

得るようなところとか、あと商店街などでお店が幾つかあって、組織的なご協力を得られ

るところというのを中心にかなり行ったということとか、あと福祉施設での雇用というの

も、福祉施設はいろいろなすき間業務などもあるので、受入についてはやっていただいた

なというふうには思います。 

 実際に株式会社ＦＶＰのほうに委託して知的障害者と精神障害者を対象にやっています

けれども、企業が考える対象としては身体障害者を想定していたというので、なかなか企

業側の意識が追いつかないということについては非常に課題であると思っております。こ
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ちらはモデル事業ですけれども、企業開拓で必要なところをやっていくというのは今年度

と来年度の課題であると思いますので、より地道な作業になりますけれども、取り組んで

いきたいと思います。 

 あと離職だけではなくてステップアップ事業の雇用をまだ一回も経験したことがない事

業についてもあわせてやっていくというふうにしたいと思っております。 

 あと、事業規模としては、東京都としてそれぞれの事業を30名ずつというのでやってい

ますけれども、どうやって企業に対してアプローチしたかということについて事例をスト

ックして、今後役立てていくということを目標にしておりますので、分析についても十分

やっていきたいと思います。今後にご期待いただければと思います。 

○上滝委員 制度もそうですが、報告書も字がたくさんあり過ぎたらもう読むのが嫌にな

ってしまうと企業の方はおっしゃいます。制度を知るためにも、こんなにたくさん読まな

くてはいけないのかという意見があって、それは本当になるほどと思います。ですから、

アピールの仕方というのでしょうか、そして、実績の報告についても、企業の方が難なく

入りやすいような、伝え方の工夫というのもぜひしていく必要があるのではないかと思い

ます。 

○野原課長 こちらの机上配付した資料ですけれども、「インターンNavi」という写真入

りのものがあります。字の多い報告書とは別に、企業向けにＰＲするこうした冊子を作成

いたしました。これで障害者の実際の雇用の事例なども載せながらＰＲできればと思って

おります。今後うまくＰＲの材料に使っていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○今野座長 それでは、時間ですので終わりにさせていただきます。 

 それでは、きょうはいろいろ有益なご意見をいただきましたので、今後政策に参考にし

ていただければということでまとめにさせていただければと思います。 

 それでは、最後に事務局から連絡をお願いします。 

○野原課長 皆様、大変お忙しい中、ご協力いただきましてありがとうございました。 

 次回の開催については、来年２月ごろを予定しております。開催に当たりまして、また

皆様にご予定の確認の連絡をさせていただきたいと思います。今後ともご協力をお願いい

たします。 

 あと本日の資料について、後日郵送させていただきますので、机上に置いたままお帰り

ください。よろしくお願いいたします。 
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○今野座長 それでは、終わります。ありがとうございました。 

午後３時37分閉会 


